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8
月
22
日
、
市
立
中
学
校
26
校
、
市
立
高
等
学
校
3
校
か
ら
選
出
さ

れ
た
51
人
の
議
員
が
一
堂
に
会
し
、
市
長
を
は
じ
め
市
側
理
事
者
に

市
政
の
現
状
と
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
質
問
し
ま
し
た
。

学
校
の
代
表
と
し
て
臨
ん
だ
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
願

い
を
発
言
す
る
な
ど
、
議
員
と
し
て
の
職
を
見
事
に
務
め
ま
し
た
。

問い合わせ･･･指導課  i048-259-7661～2  k048-253-6260

き
ら
り
川
口
ジ
ュ
ニ
ア
議
会

川口に住んでよかったといえる
まちづくりの決議
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市
の
誇
る
鋳
物
は
、ど
ん

な
所
に
使
わ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。鋳
物
以
外
に
ど
の
よ

う
な
産
業
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
か
。

本
市
の
鋳
物
産
業
は
、高

度
な
技
術
を
活
か
し
、軽

く
て
丈
夫
な
鍋
や
照
明
灯
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
製
品
を
製
造
し
、日

本
の
も
の
づ
く
り
の
将
来
を
担
う

重
要
な
産
業
で
す
。

　
ま
た
、新
た
な
産
業
と
し
て
デ
ジ

タ
ル
技
術
の
普
及
を
通
じ
た
映
像

関
連
産
業
の
創
出・振
興
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
今
後
も
、「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」

と
し
て
、市
内
中
小
企
業
の
振
興
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
は
ど
の
よ
う
な
方
針
で
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
企

画・実
施
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
市
で
は「
ま
ち
は
み
ん
な

で
つ
く
る
も
の
」を
モ
ッ
ト

ー
に
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
含
め

た
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
み
な
さ
ん
の
よ
う
な
青
少

年
の
参
加
が
重
要
な
の
で「
青
少
年

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
事
業
」を
進
め

て
い
ま
す
。今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
年

代
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援・

促
進
し「
市
民
と
の
協
働
」に
よ
る

「
日
本
一
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
街
」の

実
現
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

Q

A Q

A 質
問
・
答
弁

ジ
ュ
ニ
ア
議
員 （
敬
称
略
）

第
15
回

　川口市は、一昨年、鳩ヶ谷市と合併し、新川口市
が誕生しました。本市は、昔ながらの鋳物や植木と
いう伝統産業を大切にしながらも、新しい施策を
進め、「活力あるまちづくり、人づくり」に努めてい
る市です。また、日光御成道の宿場町として栄え、
現在も交通の要所となっています。昨年行われた
日光御成道まつりでは、多くの人々でにぎわいまし
た。このまつりで、改めて、御成道の歴史文化の素
晴らしさを再認識することができました。
　今回、ジュニア議会に参加し、他校で実践され
ている、さまざまな取り組みを知ることができました。
中には地域との交流など特色ある取り組みがあり、
川口市ならではと思いました。これからを生きる私
たちは、川口のいろいろな方 と々交流を深め成長し、
伝統や文化を継承する義務があると感じています。
　現在、人口５８万人を超える大きな市となりまし
た。自分たちが生まれ育った川口に誇りを持ち、川
口市民の一員であるという自覚を胸に川口市のま
ちづくりに貢献したいと思います。
　これからの川口をつくりあげるのは、私たちです。
　「活力あるまちづくり、人づくり」に向けて、誰もが
笑顔の絶えない元気な川口市にすることをめざし、
住んでよかったといえるまち・川口をつくることをこ
こに決議します。

提員議 案議出

平成２５年８月２２日
きらり川口ジュニア議会

終了後議場での記念撮影
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g防犯対策室　i048-242-6361　k048-281-5765　

「
川
口
市
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に

関
す
る
条
例
」を
制
定
し
ま
し
た

空き家とその敷地の適正な管理は、
所有者の責任です！

このような空き家が

あったら、市に情報提供を

お願いします

建物の倒壊や、物の落下などで近隣の家屋や通行人に被害を
及ぼした場合、所有者は損害賠償などの管理責任を問われる
ことがあります。

10月
から施行

市民からの情報提供を受け、空き家の状況や所有者を調査します。実態調査

実態調査に基づき、所有者に助言します。また、改善期限を示して指導を行います。助言・指導

助言や指導をしても状況が改善しないときは、改善期限を示して勧告を行います。勧　　告

所有者が正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命令
します。命　　令

所有者が正当な理由なく命令に従わないときは、意見を聞いた上で、所有者の住所・
氏名・空き家の所在地・命令の内容を公表します。

※行政指導などによる改善期限は、空き家の管理不全な状態に応じて、それぞれ目安として１カ月から３カ月程度とします。
　また、助言の期間は最長６カ月程度とします。（記載の目安は所有者が判明した場合のものです。）
※条例の詳細は、防犯対策室のホームページでご覧になれます。

公　　表

市の対策

樹木の繁茂などで、周囲の
生活環境に支障を及ぼして
いる

侵入者による、火災や犯罪を
誘発する恐れがある

対象となる空き家は対象となる空き家は

生
活
環
境
の
保
全
と
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
空
き
家
所
有
者
の
管
理
責
任
を
明
確

に
し
て
、
管
理
不
全
な
場
合
、
適
正
な
管
理
を
促

し
ま
す
。

建物の倒壊や破損により、敷
地外で人の生命・身体・財産
に被害を及ぼす恐れがある


